
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

児童発達支援事業 

保育所等訪問支援事業 

相談支援事業 

（特定相談支援・障害児相談支援） 

子どもの成長と子どもを取り巻く環境に焦点をあて、 

一人ひとりに合った適切な支援を行います 

 

 

さいたま市    （さいたま市指定管理者） 

 

アクセス 

さいたま市 杉の子園 
〒338-0012 

埼玉県さいたま市中央区大戸 2-7-17 

048-855-2356 

048-855-2362 

見学は随時可 まずはお問い合わせください

（月～金 8:30～17:00） 

当法人 URL https://www.saicity-j.or.jp/ 

事業概要 

埼京線 南与野駅より徒歩5分 

作品コーナー 

対象

年齢

地域

送迎

給食

料金

営業日時

　　　年少～就学までの期間においては利用料は無料です

　　　2歳児クラスのご負担いただく料金はサービス利用料の1割となります

通所受給者証をお持ちの方、または取得予定の方

２歳児～5歳児

さいたま市内

実施しておりません　駐車場12台あり

月曜日～金曜日　8:30～17:00



 

 

               

 

気持ちを 

伝える力 

身辺自立の力 
遊ぶ力 

杉の子園の目標 

生きる力を育てよう 

小さなことか
ら少しずつ 
「できた！！」 
をふやしていき
ます。 

事業内容 

＜児童発達支援事業＞ 

母子グループ 

（週 2日午前中） 

通園グループ 

（月～金） 

フォローグループ 

（水曜日午後） 

※療育センターから紹介された方に対し作業療法（OT）の個別指導を実施します。 

＜保育所等訪問支援事業＞ ＜相談支援事業＞ 

保育園、幼稚園に通っている心身の発

達の遅れや障害があるお子さんを対

象に、スタッフが訪問することにより、

集団生活への適応のための支援を行

います。 

相談支援専門員によるサービス

等利用計画の作成を行うととも

に、各関係機関と連携し、情報

提供を行います。 

○ことばがおそい      ○歩き始めがおそい 

○友達とうまく遊べない  ○気になるくせがある 

○その他、お子さんの養育に不安を持っている保護者が親子でいっ

しょに参加してお子さんの発達を促します。 

 

○基本的生活習慣を身

につけるとともにいろ

いろなあそびを通して

心身の発達を促します 

○発達につまずきのある幼

稚園、保育園の子供たち

に小グループでの指導を

行うことにより、集団に

適応する力を育てます。 

杉の子園はこんなところ 

しせつ     木のぬくもりがあふれる建物です。 

せいかつ あそび  できたね！たのしかったね！のえがおがいっぱいです。 

利用児保護者からの声 

親以上に子ども

のことを信じてく

れる職員が杉の

子園にはいます。 

 

親の私にも寄り添

って下さり、助け

られました。ママ

達と話したり交流

ができました。 

 

先生たちが、でき

た時にすぐにほめ

てくれるのであり

がたいです。 

 

自分の気持ちを

優先せず、我慢し

たり状況を見て判

断できるようにな

りました。 


